
行政区別ごみ収集量について　（平成23年度）

普通ごみ 資源ごみ
容器包装
プラスチック 粗大ごみ※2 小物金属※3 不法投棄※4 その他※5 臨時ごみ 合計 業者収集

北区 113,505 67,651 15,686 976 617 531 - 251 19 61 18,141 83,897

都島区 103,269 50,499 15,789 975 723 501 - 78 11 35 18,112 17,325

淀川区 172,183 91,945 25,260 1,632 1,252 803 - 194 18 94 29,253 38,856

東淀川区 176,757 93,028 25,753 1,526 1,312 812 - 332 20 86 29,842 23,389

旭区 91,559 43,805 15,502 1,028 797 365 - 51 5 55 17,804 7,261

城東区 165,278 76,535 24,679 1,629 1,366 740 - 79 11 72 28,577 22,065

鶴見区 111,543 45,770 18,309 1,060 955 476 - 130 5 45 20,981 16,610

福島区 69,203 35,641 11,146 700 501 278 1 88 5 26 12,745 24,600

此花区 66,161 29,812 12,829 707 522 246 1 227 9 43 14,584 20,126

西淀川区 97,242 43,778 17,100 1,055 886 366 1 295 24 47 19,774 22,199

天王寺区 71,568 35,775 9,748 631 457 336 - 78 15 27 11,291 17,761

東住吉区 129,667 60,253 22,349 1,300 1,100 538 - 324 11 50 25,670 25,617

中央区 81,661 51,460 9,577 652 369 318 - 278 17 116 11,326 113,375

浪速区 63,634 43,375 5,478 307 168 153 - 423 17 175 6,721 17,427

西区 85,780 48,984 10,209 629 424 488 - 121 6 21 11,898 29,011

港区 83,734 40,534 13,245 736 597 403 - 115 5 47 15,147 19,308

大正区 68,316 30,413 11,901 647 573 321 - 203 7 33 13,685 12,151

東成区 80,421 39,382 12,720 598 436 322 - 73 15 65 14,230 13,876

生野区 131,996 62,999 22,145 1,420 1,150 487 - 222 36 157 25,618 27,596

住之江区 125,719 56,697 17,806 1,174 860 614 - 234 39 317 21,042 32,402

住吉区 155,178 74,462 23,234 1,400 1,138 647 - 100 40 157 26,715 18,494

阿倍野区 106,867 49,889 18,039 1,068 884 606 - 71 28 29 20,725 13,619

西成区 120,569 74,045 16,535 799 571 341 - 2,204 13 76 20,540 25,907

東南環境事業センター 平野区 198,891 87,132 32,703 1,876 1,813 1,294 - 451 29 183 38,348 47,402

2,670,701 1,333,864 407,743 24,524 19,471 11,989 3 6,621 404 2,017 472,771 690,274

ご　み　量　（ｔ）

中部環境事業センター

所管
行政区

合計

西北環境事業センター

※2　北部・城北環境事業センターの粗大ごみ収集は平成23年10月から民間委託を行っており、直営と委託の合計量を記載している。内訳は、北部（直営：501ｔ、委託：531ｔ）、城北（直営：786ｔ、委託：796ｔ）。

南部環境事業センター

※5　その他には街頭ごみ容器ごみ、散乱ごみの収集量を記載している。

北部環境事業センター

＊端数処理の関係で数値が合わない場合がある。

※1　人口、世帯数は平成２４年４月1日現在の推計。

西部環境事業センター

中部環境事業センター
出張所

※3　小物金属類は平成23年10月から西北環境事業センター管内で分別収集を試行実施している。

※4　不法投棄には市民協力を含んでいる。

東北環境事業センター

城北環境事業センター

西南環境事業センター

世帯数※1

（世帯）
人口※1

（人）

東部環境事業センター

環境事業センター



収集輸送業務に従事する職員の勤務条件について

　８：３０～１７：００　（休憩　１２：００～１２：４５）　

　年間20日、20日を限度に翌年度に繰り越し可

　5日（7月1日～9月30日の間に取得可）

　日曜日、土曜日相当（職員の2分の1の範囲で水曜日若しくは土曜日を休日）、

　祝日、年末年始（ただし、祝日及び年末年始はごみ収集に必要な最低限の人数が休日出勤）

　244日（別途祝日及び年末年始に休日勤務あり）

収集輸送業務に従事する技能職員の年齢構成（平成２４年４月１日現在）

年齢（歳） 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

人数（人） 3 2 13 9 16 21 23 38 33 57 64 72 92 89 102 103 136

年齢（歳） 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

人数（人） 103 129 122 110 103 88 73 89 68 54 39 27 32 28 18 0

収集輸送に従事する技能職員の平均人件費（平成23年４月１日現在）

交通事故発生件数について

対人

対物

自損

合計

事業主負担金 150.8万円

合計 799.4万円

18～27

0

計

1,956

平均年収 648.6万円

8

62

勤務時間

年次有給休暇

夏季休暇

平成21年度

17

32

休日

年間要勤務日数

平成23年度

28

40

7

75

9

58

平成22年度

16

38


